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（午前９時５８分 開会） 

○野原修委員長 おはようございます。 

 ただいまから建設常任委員会を開会し

ます。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 きょうは、どうやら３０度を超えそうで

ございますが、委員の皆さんにはお忙しい

ところ、本日は建設常任委員会をお持ちい

ただきまして大変ありがとうございます。 

 本日は、昨日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

きますが、どうぞ慎重審査の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

 一旦、退席させていただきます。 

○野原修委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は中川委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野原修委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 議案第５０号を審査します。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野原修委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 議案第５１号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 おはようございます。 

 今回、補正予算で、２，０６０万円、雨

水設計の委託料ということですが、具体的

な委託内容について説明をお願いしたい

と思います。 

○野原修委員長 石川理事。 

○石川上下水道部理事 今回予定してお

ります実施設計の内容でございますけど

も、一つは一津屋地域の雨水幹線整備に向

けまして設計業務委託を予定しておりま

す。さらに、合流区域での整備ほか、分流

区域での雨水整備等を予定しているとこ

ろでございます。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 もう少し具体的に、合流

区域についてどの辺というのがわかれば

教えてください。 

○野原修委員長 石川理事。 

○石川上下水道部理事 合流区域につき

ましては、鶴野地区、それから分流区域に

おいては、鳥飼和道あたりの雨水整備に係

る実施設計業務を予定しております。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 最初に聞くべきことだ

ったんですけど、当初予算ではなくて、こ

の補正予算で実施設計委託料が挙げられ

たという理由について説明をお願いしま

す。 

○野原修委員長 石川理事。 

○石川上下水道部理事 ４月に交付金の

内示がございました。社会資本整備総合交
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付金のうち、雨水整備等に係る交付金が増

加したことから、今回、交付対象事業とし

て新たに雨水整備に係る設計委託業務を

行うものでございます。この雨水整備等に

係る交付金につきましては、当初債務負担

を設定しております公共下水道整備事業

の財源として要望していた交付金でござ

いますが、平成２８年度工事分の内示率が

５０％を下回る状況となっております。主

要な財源である交付金が確保できていな

いために当該事業の工事時期も未定とい

う状況ではございますが、内示のあった交

付金を活用するために、今回雨水整備に係

る実施設計委託業務を行うものでござい

ます。 

 以上です。 

○野原修委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野原修委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５分 休憩） 

（午前１０時６分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 議案第５７号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 おはようございます。 

 この議案第５７号の自転車安全利用倫

理条例の一部改正というのは、大きくとら

えると、大阪府が自転車損害賠償保険の加

入を義務化したことによって摂津市も追

随して同じようにするということなんで

すけれども、この義務化によって、市民の

皆さんにやっぱり負担を強いるわけです

けれども、今の自転車のニーズ、環境に配

慮して、自転車がかなりよく走ってるのを

目にしますし、今は事故を起こすと、本当

に死亡事故だとか賠償金額が上がってい

る。そういう社会背景があって、こういう

ふうになったと思いますけれども、やはり

負担をかける分、市として自転車道の整備

とか、そういう部分も必要だと思います。

これは関連になるかもわからないですけ

れども、これによって、自転車の安全を配

慮するような自転車施策をどういうふう

にお考えになっているのかお聞きしたい

のと、この保険というのは、管轄外かもし

れませんが、保険料は一般的に大体どれぐ

らいを、例えば５００円なのか。加入手続

きは購入するときと考えているのか。ま

た、中古車を購入するときはどういうふう

にしたらいいのか。そういうことを教えて

いただきたいのと、もし、その保険で、例

えば５００円を取るのであれば、保険会社

が介入しているかもしれないですけれど

も、例えば１割、５０円でも、市の自転車

道、専用道の整備とかにお金を回すことが

できないのか。これは夢というか、自分の

思いですけれども、そういうことができな

いのかをお教えいただければと思います。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 中川委員の質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、自転車道の整備、施策についてで

ございますが、今回、条例一部改正に伴っ

て義務化、これは自転車利用者が、もし事

故を起こした場合の経済的負担だとか、あ

るいは被害者への賠償等について、やはり

自転車利用者の責任といいますか、その辺

を軽減するためには義務化が必要という

ことで、大阪府が条例改正したことに伴い

まして、本市のほうでも一部改正を行わせ

ていただいたものでありますが、自転車の

社会的基盤整備としての施策としまして
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は、昨年、モノレール南摂津駅前の花みず

き通りでございますが、自転車レーンを設

置させていただきました。自転車の通行す

る空間につきましては、構造的に分離した

自転車レーン、自転車の通行帯、それから、

帯状に道路明示した自転車の通行空間が

法整備としてあるんですが、法整備に関し

ましては、公安委員会の指定が入ってきま

すので、大阪府警等の整備計画になってこ

ようかと思いますが、その中で、花みずき

通りで整備させていただいたのは、道路管

理者による車道の中で混在する道路通行

帯を路面標示した形での整備をさせてい

ただきました。今後は、そのような通行帯

を設けて、自転車への左側通行、あるいは

配慮した整備というのが必要になってこ

ようかと思いますが、まず、やはり自転車

がよく利用される駅周辺が、費用対効果と

しては効果が上がると考えております。た

だ、駅前の道路につきましては整備等がま

だ終わっていない部分、あるいは狭小な道

路等がありますので、現在のところは基盤

整備等に関しての計画というのは考えて

はおらない状況でございます。 

 それから、保険の加入についてでござい

ますが、市販されている民間の料金だと

か、そういった内容で申し上げますと、一

応、大阪府の条例では、小売店業者のほう

が新しく自転車を購入する際に保険を勧

めるという努力義務を明記しております。

７月１日から保険義務化になりますので、

その際には、自転車購入とあわせて、保険

の加入は自転車購入側のほうでしていた

だく。それと、販売店のほうは、それを勧

めるというような形になろうかと思いま

す。新車であっても、中古車でもあっても、

自転車販売店のほうがそのあたりを啓発

していくような形になろうかと思います。 

 それから、大阪府のほうで自転車保険の

加入のリーフレットを作成しておりまし

て、これには保険の加入にあたり、どのよ

うな保険会社があるか。保険の種類にも自

転車に対してかける保険と、人に対してか

ける保険がありますので、そのあたりはリ

ーフレットにも載せて啓発しているよう

な内容になっております。 

○野原修委員長 もう１点、保険の掛金の

一部を保険会社から市のほうに還元して

もらってという、それは詳しくは答えられ

ないと思うんで、市としてこれから民間の

ほうにも要求していくような考えがある

んかないんかだけ答弁してもらえますか。 

 永田課長。 

○永田道路交通課長 保険の一部を市の

自転車施策への財源に還元するというご

提案は非常にいいかなとは思うんですけ

ども、まず、保険会社というのも、民間の

会社でありますので、そことそのような議

論ができるのか、また、市単独ではなく、

やっぱり府全域的な話とするのか、いずれ

にしても市としてのレベルでいくと、かな

り難しいかなと思っております。 

○野原修委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、また何点かな

んですけれども、今回、自転車に保険を義

務化するというのは、車でしたら一般的に

常識として、保険は強制賠償保険は入っ

て、任意もほとんど人身対応で入るのが一

般的だというふうに思うんですけれども、

自転車の場合、そんなに保険を掛けなきゃ

いけないという意識がまだまだ根づいて

いないと思うんですね。でも、先ほど言い

ましたけれども、昨今の事故が起きたとき

の額が大きい、自転車に乗っている側もい

ろいろ問題があるという中で考えると、そ

れも時代の流れで必要かなと思うんです
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けれども、今、大阪府が進めている中で、

７月１日以降にやることによって、例えば

３年後の加入率の目標、例えば５０％と

か、そういうふうな目標設定がされている

のか。それによって、摂津市はやはり自転

車安全利用倫理条例をいち早くほかの市

町村よりも入れてるという中で、保険金の

一部を助成して、加入率を他市よりも上げ

るとかいうような施策をお考えなのか。そ

の辺をお聞きしたいのと、先ほど自転車専

用レーン、南摂津駅前の車道の部分にレー

ンをつくっていただいたということです

けど、一つの明示、矢印なり自転車マーク

はメートル幾らなのか。参考で設計単価を

教えていただければなと思います。 

 あと、自転車を販売するにあたって、努

力義務という言葉が出てきたんですけれ

ども、自転車の保険というのは、詳しくは

わからないですけれども、車に乗ってる方

でしたら、自転車も保険で対応するという

ふうになっていて、小売店で絶対に保険に

入らなければ販売されないということで

はないということなのでしょうか。その辺

も教えていただければと思います。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 保険の今後の加入

率の目標のお問いに関しましては、府の条

例においても、市の条例においても、条例

を施行するに当たっても、特に今のところ

数値的な目標は掲げておりません。 

 それから、保険金に対しての助成するこ

とについてのお問いなんですが、市販する

保険の種類にもよりますが、年間の掛金

が、手元資料によりますと、例えば自転車

に掛ける保険でありますと、自転車の整備

費プラス保険の金額になってきます。自転

車の整備費がどれぐらいになるかは自転

車次第になるんですが、この資料でいきま

すと、保険自体はプラス４００円だとか５

００円、それと、市販で人に掛ける保険と

しましては、年間掛金としては１，２００

円から１，５６０円というような金額の資

料がありまして、年間でいくと、かなり負

担が軽いのかなと思っておりまして、助成

ということは考えておりません。市販の人

に掛ける保険といいますと、自動車保険だ

とか火災保険だとか、そういった保険に対

して附帯する保険というのは多くあろう

かと思っております。 

 それから、レーンのメートル当たり幾ら

かというお問いなんですが、今手元に資料

がありませんので、後ほどお示しさせてい

ただきます。 

 それから、自転車の販売の努力義務のお

問いなんですが、まず、小売店のほうが購

入者に保険に入ってるかどうか確認がさ

れます。入ってなければどんな商品がある

かというご案内とＰＲをして、それから、

あとは強制ではなくて、入っていただく努

力をする、啓発をするぐらいまでにとどめ

ている内容になっております。 

○野原修委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ということは、一番大事

なのは、公平性というんですか、この保険

にきっちり入っている人と入っていない

人とでは、４００円から５００円、年間で

も１，２００円から１，５６０円ぐらい掛

けてる人が、言い方悪いですけど、ばかを

見ないというか、これは事故が起こった当

人が必要になってくる保険なんでしょう

けれども、入っている入っていないで違い

が出てくるのであれば、この辺の考え方を

もうちょっと整理してもらえればなと思

います。 

 もう一つお聞きしたいのは、他府県の自

転車屋で買って、大阪府で乗ってるという
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場合は別に何の問題もないのか。あとは、

７月１日以降、この保険加入に係る罰則規

定や、何かチェックとか公安委員会という

か、警察のほうからそういうふうなことが

あるのか。その辺をお教えいただけます

か。 

○野原修委員長 罰則規定に関しては、努

力義務という形の答弁をされてますので。 

 永田課長。 

○永田道路交通課長 他府県で購入され

た場合、府内及び市内ではその条例規制に

はまるかどうかというお問いなんですが、

一応条例の中身につきましては、府です

と、府及び自転車利用者、あるいは市です

と、市及び自転車利用者となっております

ので、他府県で購入された自転車であって

も、府域内、あるいは市域内は、この条例

に基づく義務化の対象になってきます。 

○野原修委員長 ほかに質問はありませ

んか。 

弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。 

 続きまして、私のほうからもお聞きして

おきたいと思います。 

 まず、この自転車安全利用倫理条例がつ

くられて大方３年もたとうとしておるか

と思うんですけれども、この間、この条例

をつくったことによって、市内の自転車交

通の状況が、どういうふうに変わってきた

かということについて、担当課のほうで認

識を持たれているところがあったら聞い

ておきたいと思います。 

 今回、この条例の改正にあたっては、先

ほど中川委員からも言われたように、大阪

府の新たな施策との関係ということなん

ですけれども、この損害賠償保険の加入に

ついては、確かに大事な問題であると思う

わけです。ただ、これについて、条例でう

たえば、保険の加入がすんなり普及してい

くのかというところについては、やはり努

力義務というような部分で、小売店等の努

力なんかの関係も一定あるかなと思うん

ですけれども、目標数値がきっちり設定さ

れていないということに関しては、それだ

けでいいのかなと思ったりするところが

あるんです。そういう点で、今中川委員も

おっしゃられた助成制度というところで、

そういった義務化というよりも、ある自治

体では、中高生、主に中学生が、自転車通

学が必要な地域なんだろうと思うんです

けれども、そういう子どもさんの保険加入

については市が調整するんだということ

で、その年代、年齢層はみんな加入するし、

自転車でも保険に加入するのが当たり前

なんだということが、その後、大人になっ

ても定着していくような、仕掛けでやられ

てるんだろうというふうに私はとらえて

るんですけれども、ある意味、費用の面で

は、そんなに大きな額ではないというよう

なこと、先ほど永田課長も言われてたの

で、そういった考えというのが、やっぱり

できないのかなということを聞いておき

たいと思います。 

 それから、この保険加入ですけれども、

今現在どれぐらい加入している方がいら

っしゃるのか。また、この条例をつくった

後に、そういう実態を把握することができ

るのかどうか。そこのところお聞きしたい

と思います。 

 以上、３点お願いしたいと思います。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、弘委員の

ご質問にお答えさせていただきます。 

 市の自転車安全利用倫理条例制定後、３

年経過しての自転車の事故の件数がどう

なっているかというお問いだったと思い
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ますが、ここ３年は自転車に関する事故と

いうのは横ばい状態になっております。 

 それから、助成制度につきまして、市が

助成しているところもあるが、摂津市はど

うかというお問いだったかと思いますが、

先ほども中川委員にお答えさせていただ

きましたように、市販されてる保険という

のは、人に掛ける保険、火災保険だとか自

動車保険だとか、それに附帯する保険があ

りまして、その人というのは、そこの構成

されてる家族の方々が対象になるという

ことで、中学生を限定したというような保

険内容はないかなとは思っております。で

すので、人に掛ける保険、附帯する保険が

家族構成みんなにかかってくるというこ

とですので、それに対して助成するという

つもりは、今のところはありません。 

 それから、加入者数についてでございま

すが、市域ではなくて、府下での加入率の

内容を述べさせていただきますと、府下で

は加入率が４０％にとどまっているとい

うことがわかっております。 

 今後の実態把握についてでございます

が、これも、府のほうがどういった形で実

態把握をしていくのかも、確認して、実態

把握に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○野原修委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら、２回目の質

問をしたいと思います。 

 今回の提案を見ていて、大事なことかな

というふうに受けとめてる一方、本当にこ

れによって、実際に力を発揮するようなも

のになるのかなということも思ったんで

す。それで、最初に聞いたこの間の、倫理

条例を制定したけれども、事故の状況とか

市内の交通の状況とかどうですかという

ことで、変化がないというふうには思わな

いんですよ。実際、私も自転車生活が主な

ので、市内を走っていると、意識して走ら

れている方もおられる。ただ、逆走してく

る自転車も頻繁に見ることもあったりし

ていて、倫理条例の中で努力目標というこ

とでいろいろと啓発を中心に、この間、取

り組まれてこられたことがあるわけなん

ですけれども、それはまた別問題で、これ

までの取り組み等を通じて、また啓発なん

かも、もっと有効な策を考えていってもら

えたらと思います。 

 今回の保険の加入義務づけの関係でも、

やっぱりやるんだったら、有効な、成果が

出るように、条例と併せて施策のほうも考

えていくことが大事だなと思って、述べさ

せていただきます。先ほども申し上げまし

た助成制度の関係では、この条例のほうで

も、言ってみたら、これは保護者のほうに

やっぱり責任があるので、努めなければな

らないというようなことを書かれている

ように、さっき言った中学生だけに補助す

るということではないと思うんです。やっ

ぱり、その子どもさんがおられることで、

家族みんながそこのところの意識をちゃ

んと持とうよというふうなことで、市から

の働きかけ、それで、少ない金額だけれど

も、助成が出るということになったら、意

識づけにはなると思うんです。そういった

ところは、一度考えてみる余地はあると思

いますし、加入率のことについても、今の

時点では、加入している、加入していない

ということを調査する手だては市のほう

では持っていないと思うんですけれども、

例えば、未成年者、子どもさんのいる家庭

にかかわっては、こういう助成があるとい

うこととかで、その子どもさんが加入して

いる、加入していないというようなこと
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を、例えば、学校を通じてとか、またいろ

んな場を通じてでも、そういった調査がで

きるのかなとも思っております。そういう

点では、保険の種類によっても、家族みん

なで入るもの、また自転車購入時に、いろ

んな種類の保険があって、その保険のどれ

に入るかということは、本人らの選択だと

思うんですけれども、そういう点では、し

っかりと考えていくことが大事だという

ふうに思いますので、きょうこの場で特に

お答えいただかなくてもいいので、考えて

いただきたいということで要望して、私の

ほうからは以上としておきたいと思いま

す。 

○野原修委員長 木村委員。 

○木村勝彦委員 今、自転車安全利用倫理

条例、府下に先駆けて摂津市は取り組みを

したということなんですけど、これは一般

論になるんですけれども、大阪府のほう

で、こういう保険の問題を出してこられた

ということについては、これは事前の策と

してはこれでいいと思うんですけれども、

まず、やっぱり倫理条例という以上は、自

転車を運転する人の倫理観の問題がある

と思うんですね。我々が日常、道路を走っ

てますと、対向車線を平気で走る自転車、

信号を全く無視して、つい先日も安威川橋

からずっと別府の交差点まで走ってたん

ですけど、もう全ての信号を無視して自転

車がどんどん走っていく、こんなことが許

されるのかなという矛盾も感じましたし、

この間も交通安全推進協議会の中で、例え

ば、十三高槻線の地下道について、自転車

通行は可能なんですかというお問いをし

て、塾帰りの子どもたちが、平気で十三高

槻線の地下道を走ってくるというケース

もあるし、この間、私の一番身近な、うち

の自治会も、老人会の人ですら老人会の役

員会で話をすると、「木村さん、十三高槻

線できて便利ようなりましたわ」と、「済

生会病院行くのにこの炎天下で路上走る

よりも、あの地下道を走ったら涼しいでっ

せ」と、そんなことをおっしゃって、「い

やあそこは自転車走ったらあきまへんで」

と、「何のために側道あるんですかと。側

道を自転車、歩行者はやっぱり通行せない

かんの違いますか。」ということを言って、

その日の会議が終わってすぐに道路交通

課長と係長が現場へ来られて、現場を見ら

れて、「木村さん、これ確かに自転車通行

は不可です」と、「しかし、そのことを表

示する看板がないんで、早速、警察のほう

で対応して、その看板つけさせてもらいま

す」というようなことがあったんですけど

も、そういうふうに、やっぱり自転車のマ

ナーをどう守らすかということを、私は基

本的に考えるべきであって、保険というこ

とは、事故が起こったときの補償の問題

で、事前の策としては、それでいいんです

けれども、まずはやっぱり自転車事故を起

こさせないということからすると、大阪府

のほうでこういう条例を出してきたとい

うことは、大阪府警としての自転車の取り

締まりばっかりしとったら、警察官が何ぼ

いても足らんというような考え方で、対応

しきれないから、とりあえず事故起こった

らしゃあない。あとの保険の問題と補償の

問題をきっちりしていこうという、そうい

う私の偏見かもわかりませんけれども、府

警のほうにそういう考え方があるんでは

ないかと思います。そういう点では、我々、

車で運転している者に対しては、相当やっ

ぱり交通マナーの順守ということは徹底

されてますけど、自転車についてはそのこ

とが全くというか、ほとんど守られておら

ないというのが、私は現状だと思うんです
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ね。だから、府警本部がやっぱりそれを保

険の問題よりも、そういうマナーを守らな

い人に対する取り締まりを強化するとい

うことが、まず最優先すべきではないかと

思うんですけども、そういう点では、摂津

市が府の条例改正に伴って条例改正をす

るんであれば、それと同時に、やっぱり府

警に対して事故が起こらないように、自転

車の運転者が倫理条例にのっとって、きっ

ちりとそういう大きいマナーを守ってい

くということの強化をしてもらいたいと

いうことの、保険よりも、まずそのことを

府警に申し入れていくべきではないかと

思うんですけども、その辺のお考えをお聞

かせ願いたいと思います。 

○野原修委員長 山口建設部長。 

○山口建設部長 先ほど委員がおっしゃ

られた分でございますけども、私も交通安

全教室、またそういう協議会等の挨拶のと

きに、やはり摂津市域からは交通事故ゼロ

を目指して常に頑張っておりますという

ことを常日ごろから言っております。今、

木村委員さんがおっしゃられたとおり、今

回は保険に限っての保険等とありますけ

ど、メーンが保険の義務化でございますけ

ども、やはり交通事故をなくすというのが

一番大切と思っておりますので、また大阪

府警等とお話、協議する機会があれば、今

のところを再度話していきたいと思って

おります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 この自転車条例のこと

は、今までも随分議論してきまして、私の

持論は、やっぱり罰則をつけるべきだとい

うことで随分言ってきました。罰則までは

いかなかったとしても、摂津の倫理条例で

は、悪質な場合、警察に検挙要請をすると

いうことが最大考慮されて、条文に入れて

いただきました。これはいわゆる行政とし

ては、最大の部分なんだろうと思います。 

 ところが、今回の大阪府の条例では、努

力義務ということばかりで、条例としては

ちょっと弱いというふうに思ってるわけ

ですけど、その中で、今回は保険について

は、本人に、もしくは保護者に加入をしな

ければならないということがつけられた

ということが、大阪府としては、一つの大

きなアピールをされているわけですが、先

ほど来あるように、いかにそれが守られて

いくかということは確認もできないし、ま

た自転車販売店においては努力義務だと

いうことなので、どこまで守られていくか

わからないということであれば、これは極

めてアドバルーン的な、つくりましたよと

いうことに思えてならない。そんな不満の

ある大阪府の条例なんですが、今回は、そ

の条例に合わせるような格好で、摂津市の

条例も合わさないといけないというふう

なことで、今回条例化していくことになっ

たと思うんですけども、とは言っても、条

例をちゃんと持ってるということにおい

ては、それをやっぱり掲げるからには、実

行を目指していくということになると思

います。本来なら、やっぱり加入をされて

るということについて、きちっと確認がで

きるような方法とかやっていくべきであ

ると思うんです。それは、先ほど来ありま

すように、原動機付自転車の場合ですと、

自賠責保険ってシールが張って、切れてる

か切れてないかすぐわかるようになって

ますし、ちゃんとそれを備えつけておかな

いといけないというふうな厳しい、同じ車

両ですから、ただバイクはそういうふうな

格好になっていることを考えると、そうあ

ってもいいものだと思いますが、そうはや
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らないと。ということですから、すごく倫

理観高い人、モラルの高い人は入ると思い

ます。私も子どもが心配なので、いろいろ

調べて、これの自転車保険という名前じゃ

なくて、ほとんど傷害保険という名前です

よね。最近は自転車保険という銘柄で出し

ているところも話題になってきまして、そ

ういうところもあるそうですけど、なかな

かわからへん。保険のことね、調べないと。

保険屋に聞かなわからへんということも

あります。考えたら入ってましたよと。傷

害やったら子どもついてますよ、これでい

けますよというようなことでしたけど、そ

ういうことも踏まえて、しっかりと周知を

していかなあかんということになると思

いますが、まず、担当者として、大阪府の

条例に合わせて、本市も条例を改正すると

いうことになりますが、その感覚は、どん

なふうな感覚で思ってらっしゃるのか、改

正に対して。自発的、能動的に、よし、こ

れでやろうというふうなことになってる

のか。大阪府がやるから、しゃあないから

やろうというふうなことになってるのか。

その辺をまずお聞きしたいと思います。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 市のほうでも、条例

に義務化を載せさせていただきましたの

で、加入率を上げていかなければとは思っ

ているところです。それに向けて、まず自

転車の安全倫理観も含めて、今までも小学

校３年生とか中学生とか、成長過程の児童

に対して啓発を含めて倫理観を植えつけ

るための教室はさせていただいておりま

すので、それを継続して続けるとともに、

また、高齢者の方々とか地域の方々とかに

対しても新たな教室を入れて、ふやし、倫

理観をもっと上げていって、全体が自転車

事故のないように取り組んでいきたいと

考えております。その中で、保険というの

は、やっぱり利用者のもし何かあった場合

の経済的負担だとか、相手への損害賠償と

かを補う部分でありますので、利用者のほ

うの自己責任の範疇になってこようかな

と思っております。その中で、担当課とし

ては、より保険への義務化への啓発を進め

ていく思いであります。 

 以上です。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 先ほども言いましたけ

ども、条例そのものが極めて中途半端だと

いいますか、この今、仮に購入する段階で、

これは今は努力義務になってますから、本

来だったら義務規定にして、もう自転車販

売しているところが必ず確認をしないと

売れないというふうにするとか、それぐら

いのことは強化してもいいと思うんです。

とすれば、少なくとも、全部が新車になっ

ていく段階では、一回は保険に入ってもら

う。継続するかどうかはその人のモラルに

なりますけど、そのようなことになります

から、そういうふうに強化できる可能性も

十分あると思いますし、また今回の義務規

定は保護者と本人ということになってま

すけど、もう少し広げて、例えば今言われ

ているように、学校の生徒を抱える学校

長、例えば中学校だったら、通学は自転車

は許されていませんけども、クラブ活動や

ったら自転車でいくということになるか

ら、自転車を使って活動することもありま

すし、高校なんかやったら、通学そのもの

に自転車を使ってます。この高校生が非常

に問題になってるわけです。マナーがなか

なか悪いと言われてることもありますし、

こういうところは学校長からきちっと保

険に入ってることについては確認をする

という義務規定があってもいいのではな
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いかと思うんですね。そういうふうに強化

することは十分可能だと思いますし、ま

た、先ほども言いましたように、なかなか

罰則がないということですし、倫理条例で

すから、これは担当課を含めた運動に非常

に委ねられていくということになると思

うんですね。どうこれを運動していくかと

いうことになっていくと思います。どうい

うふうにＰＲをして、またいろんな団体に

働きかけて、この保険に加入をしようと呼

びかけをしていくことになると思います

が、その辺はどう考えられているのか、教

えていただきたいと思います。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 保険の確認で、高校

生が一番通学に利用されているというこ

とで、加入の確認をするべきではないかと

いう内容もございましたので、その点につ

いてお答えさせていただきます。 

 学校のほうも、この４月から施行された

ことに伴いまして、自転車の保険に加入し

ているかどうかというのは、保険証書のコ

ピーを提出しなさいというような、府立高

校でありましたので、恐らく、全府立高校

であれば、学校のほうがそういった確認は

されているのかなと思います。 

 それから、今後の運動展開、団体への呼

びかけでございますが、やはり道路交通課

が事務局をしている摂津市の交通安全推

進協議会の各団体、５８団体ありますの

で、その方々にやはり義務化へのＰＲをし

て、皆さんが理解して、やはりそれぞれの

方々が入っていただくような啓発に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 府立高校の話は、私も子

どもが高校生になりまして、確かにおっし

ゃるように府立高校ですので、保険に入っ

ているかどうかの確認がありました。これ

は、前進だと思いますけど、こういうこと

も市からの連携を取りながら、要請をしな

がら、また中学校もできたらそういうこと

も、やっぱりクラブに入って自転車使って

いく方については、ちゃんとそういうこと

を確認をするということも流れとしては

つくってほしいなと思いますし、また運動

の話では、しっかりとやっぱり強化をして

いっていただきたいと思います。なかなか

保険の話は難しいと言いましたけども、大

阪府のホームページにも、違うものになる

かわかりませんが、いろいろ保険会社が載

っていました。こんなものがありますよ

と。これ以外にも実はあるようでございま

すが、損害保険っていろんな種類がありま

す。ＪＣＢカードなんかでも、そういう損

害保険を付帯することができるというよ

うなことも聞いたことがありますし、いろ

いろ種類がありますので、そういう情報も

しっかりと流しながら加入をしてくださ

いという意識の啓発も両方兼ねて、しっか

りとお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 先ほど、中川委員か

らのご質問でありました自転車レーンの

メートル当たりの金額はどれぐらいかと

いうお問いなんですが、自転車レーンは往

復で書かせていただいております、花みず

き通りは。その往復でのメートル当たりの

単価が、約９，５００円でございます。 

○野原修委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野原修委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 
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（午前１０時５０分 休憩） 

（午前１０時５２分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野原修委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 議案第５０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野原修委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第５１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野原修委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第５７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野原修委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時５３分 閉会） 
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